
  

 

   遠野市わらすっこ基金助成要綱 

 

制  定 平成21年11月20日 告示第192号  

一部改正 平成25年12月13日 告示第159号  

一部改正 令和３年３月22日 告示第 44号  

 

 （目的） 

第１条 この告示は、遠野市わらすっこ基金を活用して、遠野市わらすっこ基金助成金

（以下「助成金」という。）を交付することにより、地域社会で支え合う共助により

子どもが健やかに育つ環境づくりの活動が充実し、及び拡大することを目的とする。 

 （助成事業） 

第２条 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成事業」という。）は、市民が自主

的に行う子育て及び子どもの自立支援活動等であって、遠野市全域に及ぶ子育て、子

育ち等に寄与すると認められる次に掲げる事業とする。 

(1) 子育て活動体験の課題及び意見集約活動 

(2) 子育て支援を目的とした人材育成活動並びに子育て支援に関する知識及び技術向

上の取組 

(3) 子育て支援に関する調査研究及び広報啓発活動 

(4) 地域及び家庭における子育て支援を目的とした活動 

(5) 子育て活動を目的としたネットワークづくり 

(6) 青少年の非行防止及び健全育成活動並びに知識及び技術向上の取組 

(7) 子どもの自立支援活動 

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める遠野市わらすっこ基金条例（平

成21年遠野市条例第12号）の目的に沿った事業で、寄附者の意向に反していないも

の 

 （助成事業の要件） 

第３条 助成事業は、当該事業の計画及び方法が目的を達成するために適切であり、か

つ、十分な成果が期待し得るもので、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(1) 営利を主な目的としないものであること。 

(2) 政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。 

(3) 当該年度においてこの助成金の交付を受けていない事業であること。 

 （助成対象団体等） 

第４条 助成金の交付を受けることができるものは、助成事業を行う個人又は団体（以

下「助成団体等」という。）であって、次に掲げる要件を満たすものとする。ただ

し、１つの事業について複数の団体が共催する場合においては、この助成事業に係る

申請は、当該団体のうちの１団体が代表することとする。 

(1) 個人は、市民であること。また、助成事業の成果を地域に還元すること。 

(2) 団体は、５名以上で構成され、かつ、構成員の半数以上が市民であること。 

(3) 団体は、市内に事務所又は活動拠点があること。 



  

(4) 政治若しくは宗教活動又は主に営利を目的としていない団体であること。 

 （助成対象経費） 

第５条 助成事業に要する経費のうち、助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」

という。）は、第２条の助成事業を実施するために必要な経費で、市長が適当と認め

るものとする。ただし、次に掲げる経費は対象から除く。 

(1) 土地等の不動産又は地上権の取得経費 

(2) 法人又は団体の経常的運営経費（補助事業と関わりのない役職員への報酬、事務

所の家賃及び光熱水費等） 

２ 遠野市及び他の団体から助成金等の交付が予定されている場合又は現に支給を受け

ている場合は、その相当額を助成対象経費から控除する。 

 （助成金の交付額及び交付回数等） 

第６条 助成金の交付額は、次のとおりとする。 

(1) ３年以上継続して活動している団体は、30万円を上限とする。 

(2) 活動期間が３年未満の団体は、15万円を上限とする。 

(3) 個人への助成は、５万円を上限とする。 

２ 前項による助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。 

３ 本助成金の交付は１事業当たり３回を限度とする。 

４ 助成の募集は、随時受け付けるものとし、その年度の第１回目の総助成額は、当該

年度の予算の８割を限度とする。 

 （助成金の交付に係る特例） 

第６条の２ 市長が特に必要と認める助成事業を行う助成団体等に対しては、前条の規

定にかかわらず、予算の範囲内において助成金を交付することができる。 

 （助成金の交付申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする助成団体等は、遠野市わらすっこ基金助成金交

付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならな

い。 

 （助成金交付の決定及び通知） 

第８条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

助成金の交付の可否を決定しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、その旨を遠野市わらす

っこ基金助成金交付決定通知書（様式第２号）により、助成金を交付しないことと決

定したときは、遠野市わらすっこ基金助成金不交付決定通知書（様式第３号）によ

り、速やかに申請をした助成団体等に通知しなければならない。 

 （助成事業の変更の承認） 

第９条 助成団体等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ遠野市わら

すっこ基金助成事業変更（中止、廃止）承認申請書（様式第４号）を提出しなければ

ならない。ただし、第１号及び第２号に掲げる事項のうち、軽微なものについては、

この限りでない。 

(1) 助成事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

(2) 助成事業の内容の変更をしようとするとき。 



  

(3) 助成事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成事業の変更又は中止

若しくは廃止を承認したときは、遠野市わらすっこ基金助成事業変更（中止、廃止）

承認通知書（様式第５号）により、申請をした助成団体等に通知しなければならな

い。 

 （事故報告） 

第10条 助成団体等は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行

が困難になった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、適切な指示を書

面によりしなければならない。 

 （遂行命令等） 

第11条 市長は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 221条第２項の規定による調査

その他助成団体等が提出する報告等により、当該助成団体等の助成事業が助成金の交

付決定内容又はこれに付けた条件にしたがって遂行されていないと認めるときは、当

該助成団体等にこれらに従って当該助成事業を遂行すべきことを命ずるものとする。 

２ 市長は、助成団体等が前項の命令に違反したときは、当該助成事業の一時停止を当

該助成団体等に命ずるものとする。 

 （実績報告及び請求） 

第12条 助成団体等は、助成事業が完了したとき（第９条第１項第３号の規定により廃

止の承認をしたときを含む。）は、速やかに遠野市わらすっこ基金助成事業実績報告

書（様式第６号。以下「実績報告書」という。）及び遠野市わらすっこ基金助成金交

付請求書（様式第７号。以下「交付請求書」という。）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による実績報告書及び交付請求書の提出があったときは、その

内容を審査し、助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに助成金

を交付するものとする。 

 （是正のための措置） 

第13条 市長は、前条第２項による審査の結果、助成事業の成果が助成金の交付の決定

の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該助成事業につき、こ

れに適合させるための処置をとるべきことを助成団体等に対して命ずるものとする。 

２ 助成団体等は、前項の命令を受けた場合は、必要な処置を講じ、その結果を実績報

告書により市長に報告しなければならない。 

 （交付決定の取消し） 

第14条 市長は、助成団体等が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金交付決定

の一部又は全部を取り消すものとする。 

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(2) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。 

(3) 第12条の実績報告書による助成事業の成果又は助成事業の事業費の実績額が著し

く第７条の交付申請の内容を下回るとき。 

(4) 前３号のほか、助成金の交付決定内容、これに付けた条件、遠野市補助金交付規



  

則（平成17年遠野市規則第65号）の規定に基づく命令又は法令に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により取消したときは、速やかにその内容を、当該助成団体等

に遠野市わらすっこ基金助成金交付決定取消通知書（様式第８号。以下「取消通知

書」という。）により通知しなければならない。 

 （助成金の返還） 

第15条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助

成事業の当該取消しに係る部分について、既に助成金を交付しているときは、取消通

知書により、期限を定めてその返還を助成団体等に命じなければならない。 

２ 前項の規定により助成金が返還される場合において、助成金の返還に係る手続につ

いては、遠野市財務規則（平成17年遠野市規則第61号）第 104条の規定によるものと

する。 

 （違約加算金及び延滞金） 

第16条 市長は、前条の規定により助成金の返還を命じたとき（第14条第１項第３号の

規定に該当し、助成金の返還を命じたときを除く。）は、助成団体等にその命令に係

わる助成金の受領の日から納付までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付

した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額）につき、年 10.95パ

ーセントの割合で計算した違約加算金（ 100円未満の場合は除く。）を納付させなけ

ればならない。 

２ 市長は、助成金の返還を命じた場合において、助成団体等がこれを納期日までに納

付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に

つき年 10.95パーセントの割合で計算した延滞金（ 100円未満の場合を除く。）を納

付させなければならない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても 365日当たり

の割合とする。 

 （延滞金の計算） 

第17条 前条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた助

成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延

滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額とする。 

 （助成金の一時停止） 

第18条 市長は、この告示又はこの告示以外の規定に基づき交付されている助成金の返

還を命じられた助成団体等が、当該助成金、違約加算金又は延滞金の一部又は全部を

納付しない場合において、この告示に基づき交付すべき助成金があるときは、相当の

限度においてその交付を一時停止することができる。 

   附 則 

 この告示は、平成21年12月１日から施行する。 

   附 則（平成25年12月13日告示第 159号） 

 この告示は、平成25年12月13日から施行する。 

   附 則（令和３年３月22日告示第44号） 

 この告示は、令和３年３月22日から施行し、令和２年度分の助成金から適用する。 

  



  

様式第１号（第７条関係） 

受理年月日   年 月 日  

申請日   年 月 日  

 

 遠野市長    様 

 

申請者               

住 所              

団体名              

代表者名           ㊞  

電 話              

（個人の場合は次に記入のこと。）  

住 所              

氏 名           ㊞  

電 話              

 

遠野市わらすっこ基金助成金交付申請書 

 

 遠野市わらすっこ基金助成金の交付を受けたいので、遠野市補助金交付規則及び遠野

市わらすっこ基金助成要綱の規定により、関係書類を添えて助成金の交付を申請しま

す。 

 

記 

 

  事 業 名                      

 

助成金額         金          円 

 

 

 

  添付する書類 

  １ 事業計画書（別紙１） 

  ２ 収支予算書（別紙２） 

  ３ 構成員名簿（別紙３） 

  



  

別紙１ 

事業計画書 

 

事業名  

氏名及び連絡先 

１ 氏名（代表者）  

２ 住所・電話番号 
 

電話：  －      

事業実施の背景

・事業目的・目

標 

１ 事業実施の背景  

２ 事業の目的  

３ 目標  

事業の特徴、事

業内容及び実施

方法 

（できるだけ詳

しく記入するこ

と） 

１ 事業の特徴  

２ 事業内容  

３ 実施方法  

期待される効果 

１ 参加者への効果  

２ 地域への効果  

３ その他の効果  

事業の開始期日

及び完了（予定

）期日 

１ 開始期日 年  月  日 

２ 完了（予定）期 

 日 
年  月  日 

その他  

 

  



  

別紙２ 

 

収支予算書 

１ 収入の部 

区 分 予 算 額 説 明 

  円   

      

      

計 
    

 

２ 支出の部 

区 分 予 算 額 説 明 

  円   

      

      

      

      

計 
    

 

 事業期間 （自）    年 月 日   （至）    年 月 日 

  



  

別紙３ 

 

構成員名簿 

役職名 氏名 住所 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



  

様式第２号（第８条関係） 

遠野市指令 第 号  

年 月 日  

 

 （申請者） 

遠野市 

        様 

 

遠野市長        □印  

 

遠野市わらすっこ基金助成金交付決定通知書 

 

    年 月 日付けで申請のありました遠野市わらすっこ基金助成金を次のとおり

交付することに決定しましたので通知します。 

 

 交付決定金額        円 

 

 備考 

  事業を開催するに当たっては、わらすっこ基金が活用されている旨の表示を行うな

ど、この基金の周知に努めてください。 

  



  

様式第３号（第８条関係） 

第 号  

年 月 日  

 

 （申請者） 

遠野市 

        様 

 

遠野市長        □印  

 

遠野市わらすっこ基金助成金不交付決定通知書 

 

    年 月 日付けで申請のありました遠野市わらすっこ基金助成金については、

次の理由により交付しないこととしましたので通知します。 

 

交付しないこととした理由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

付記１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して60日以内に、遠野市長に対して書面をもって異議申立てをすることができ

ます。 

  ２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６

箇月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は、市長となりま

す。）、決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この決定があった

日の翌日から起算して１年が経過すると、決定の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。）。 

  



  

様式第４号（第９条関係） 

  年 月 日  

 

 遠野市長    様 

 

申請者               

住 所              

団体名              

代表者名           ㊞  

電 話              

（個人の場合は次に記入のこと。） 

住 所              

氏 名           ㊞  

電 話              

 

遠野市わらすっこ基金助成事業変更（中止、廃止）承認申請書 

 

    年 月 日付け遠野市指令 第 号で交付の決定通知があった標記事業につい

て、事業の変更（中止、廃止）の承認を受けたいので、遠野市補助金交付規則及び遠野

市わらすっこ基金助成要綱の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

事 業 名 

 

変 更 事 項 

 

変 更 理 由 

 

添付書類名 

 

 

  



  

様式第５号（第９条関係） 

第 号  

年 月 日  

 

 （申請者） 

遠野市 

        様 

 

遠野市長        □印  

 

遠野市わらすっこ基金助成事業変更（中止、廃止）承認通知書 

 

    年 月 日付けで申請のありました遠野市わらすっこ基金助成事業変更（中

止、廃止）承認申請について審査の結果、承認しましたので通知します。 

  



  

様式第６号（第12条関係） 

  年 月 日  

 

 遠野市長    様 

 

 住 所              

団体名              

代表者名           ㊞  

電 話              

（個人の場合は次に記入のこと。）  

住 所              

氏 名           ㊞  

電 話              

 

遠野市わらすっこ基金助成事業実績報告書 

 

    年 月 日付け遠野市指令 第 号で交付の決定通知を受けた標記事業が完了

したので、関係書類を添えて報告します。 

 

                    記 

 

  事 業 名 

 

補助金額         金          円 

 

 

 

  添付する書類 

  １ 事業報告書（別紙１） 

  ２ 収支決算書（別紙２） 

  



  

別紙１ 

事業報告書 

 

事業名  

事業完了後の 

目的・目標達成

状況 

１ 目的  

２ 目標  

事業の特徴、事

業内容及び実施

方法の達成状況 

 

１ 事業の特徴  

２ 事業内容  

３ 実施方法  

効果の達成状況 

１ 参加者への効

果 
 

２ 地域への効果  

３ その他の効果  

事業の開始期日

及び完了期日 

１ 開始期日 年  月  日 

２ 完了期日 年  月  日 

その他  

 

  



  

別紙２ 

 

収支決算書 

１ 収入の部 

区 分 予 算 額 決 算 額 比 較 説 明 

  円 円     

          

          

計 
        

 

２ 支出の部 

区 分 予 算 額 決 算 額 比 較 説 明 

  円 円     

          

          

          

          

計 
        

 

 事業期間 （自）    年 月 日   （至）    年 月 日 

  



  

様式第７号（第12条関係） 

  年 月 日  

 

 遠野市長    様 

 

請求者               

 住 所              

団体名              

代表者名           ㊞  

電 話              

（個人の場合は次に記入のこと。）  

住 所              

氏 名           ㊞  

電 話              

 

遠野市わらすっこ基金助成金交付請求書 

 

 次のとおり助成金の交付を請求します。 

 

１ 金 額  金          円也 

 

２ 振込先 

 (1) 金融機関名            

 (2) 預金種別 （普通・当座） 

 (3) 口座番号             

 (4) 口座
ﾌ ﾘ

名義
ｶ ﾞ ﾅ

             

  



  

様式第８号（第14条関係） 

遠野市達 第 号  

 

住 所              

団体名              

代表者名              

 

    年 月 日付け遠野市指令 第 号で交付の決定をしましたが、次の理由によ

り取り消します。 

   年 月 日  

遠野市長        □印  

 

取消理由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

付記１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して60日以内に、遠野市長に対して書面をもって異議申立てをすることができ

ます。 

  ２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６

箇月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は、市長となりま

す。）、決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この決定があった

日の翌日から起算して１年が経過すると、決定の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。）。 

  


